
新型コロナウイルス感染症の 5 類感染症への移行に伴う出席停止期間の基準 
 

①出席停止 

・感染が判明した児童に対しては、出席停止の措置を講じつつ、学習の機会を確保するなど、学びの保障に留意します。 

 

②出席停止期間の基準 

 ・発症した後 5日を経過し、かつ、症状が軽快した後 1日を経過するまでとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※出席停止の期間中は、自宅で安静に過ごしてください。 
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